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警察庁長官官房人事課
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札幌市中央区北二条西七丁目　
TEL：011-251-0110（内線 6032）　
［ＪＲ札幌駅下車（徒歩15分）］

仙台市青葉区本町三丁目３番１号 仙台合同庁舎Ｂ棟15 階　
TEL：022-221-7181（内線 2622）　
［ 市営地下鉄勾当台公園駅下車（徒歩２分）］

名古屋市中区三の丸二丁目１番１号 愛知県警察本部庁舎本館８階　
TEL：052-951-6000（内線 2622）　
［ 市営地下鉄名城線市役所駅下車（徒歩５分）］

大阪市中央区谷町二丁目１番17号 大阪第二法務合同庁舎7階　
TEL：06-6944-1234（内線 2632）　
［ 大阪メトロ谷町線天満橋駅下車（徒歩10分））］

広島市中区上八丁堀６番30号 広島合同庁舎１号館５階　
TEL：082-228-6411（内線 2632）　
［ＪＲ広島駅からバスセンター経由バスにて「合同庁舎前」バス停下車］

福岡市博多区東公園７番７号 福岡県警察本部庁舎５階　
TEL：092-622-5000（内線 2632）　
［ＪＲ吉塚駅下車（徒歩５分）   又は市営地下鉄箱崎線馬出九大病院前駅下車（徒歩２分）］



Contents

　警察庁では、国家公務員採用一般職試験（大卒程度、全区分）の合格者から、警察行政の各専門分
野において実務に精通した「治安のスペシャリスト」たる人材を育成するため、スペシャリスト候補警察官
を採用しています。
　スペシャリスト候補警察官は、それぞれの専門分野において、警察庁では豊富な第一線での勤務経験を
生かして地に足の着いた政策を立案するとともに、都道府県警察では本部の部長、課長等の立場において
こうした政策の実現を通じて政策の改善点を確認するなど、警察庁と第一線の双方の勤務を通じて高度
の専門能力を有する「治安のスペシャリスト」として育成されていきます。

警察庁警察官 （スペシャリスト候補）

目の前に広がる、当たり前の日常を守りたい。

培った「現場感覚」と「専門性」を生かして、
自分の正義を貫ける場所が、ここにある。

警察機構図
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　我が国の警察は、明治７年、当時の内務省に警保寮が設置
されて以来、第二次世界大戦の終了まで、中央では内務省警
保局、地方では知事によって管理運営されてきました。戦後の
昭和22年に警察法が制定され、23年から国家地方警察と市
町村自治体警察の二本立ての制度となりましたが、その後、
29年に警察法が全面的に改正され、警察運営の単位が現在
の都道府県警察に一元化されました。

　国の警察機関として、内閣総理大臣の所轄下にある国家公
安委員会の管理の下に警察庁が置かれ、全国的な視野から
治安維持の責務を担っています。「所轄」、「管理」とは他省庁
におけるような直接的な指揮監督関係との相違を意味する
言葉で、その趣旨は、警察の政治的中立性を確保することに
あります。また、警察庁は各種国際会議の主催・参加やＩＣＰＯ
（国際刑事警察機構）への幹部の派遣等、「治安先進国日本」
の警察として、各国警察との協力や、国際的な活動を積極的
に行っています。

　都道府県には、都道府県知事の所轄下にある都道府県公
安委員会の管理の下に都道府県警察が置かれています。都道
府県警察には、警察本部、警察署が設置されており、さらに、
警察署の下部組織たる交番、駐在所のネットワークが全国に
張りめぐらされ、安全で住み良い社会づくりを目指しています。

　都道府県警察はその管轄区域における一切の第一次的治
安責任に任ぜられています。警察庁は、全国警察組織の中枢
を占める中央官庁として、国家的・調整的見地から治安責任
を担い、その所掌事務について都道府県警察を指揮、監督、
調整しています。

警察の沿革 警察庁と都道府県警察の関係国の警察機関 都道府県の警察組織

国の警察機構図

都道府県の警察機構図

市警察部
警察署

交番・駐在所
警視庁・

道府県警察学校

次 長
警察庁長官
警察庁

皇宮警察本部
科学警察研究所
警察大学校

管理

所轄

（国務大臣たる委員長及び５人の委員）
国家公安委員会

内閣総理大臣

警視総監・警察本部長
警視庁・道府県警察本部

管理

所轄

（委員3人又は5人）
都道府県公安委員会

都道府県知事

警備部総務部 警務部 生活安全部 地域部 刑事部 組織犯罪対策部 交通部 公安部

附属機関

地方機関

長官官房
総括審議官
技術総括審議官
政策立案総括審議官
公文書監理官
審議官（7）
参事官（9）
首席監察官
　総務課
企画課
技術企画課
人事課
会計課
教養厚生課
通信基盤課
国家公安委員会会務官

生活安全局
生活安全企画課
人身安全・少年課
保安課
生活経済対策管理官

刑事局
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
捜査支援分析管理官
犯罪鑑識官

組織犯罪対策部
組織犯罪対策企画課
暴力団対策課
薬物銃器対策課
国際捜査管理官

交通局
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課

警備局
警備企画課
公安課

外事情報部
外事課
国際テロリズム対策課

警備運用部
警備第一課
警備第二課

サイバー警察局
サイバー企画課
サイバー捜査課
情報技術解析課

管区警察局
（6管区）

東京都
警察情報通信部

北海道
警察情報通信部

● 東北管区警察局
● 関東管区警察局
　サイバー特別捜査隊
● 中部管区警察局
● 近畿管区警察局
● 中国四国管区警察局
● 九州管区警察局

指
揮
・
監
督
・
調
整

内部部局

組織紹介第１部

警察機構図
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国民生活の基盤を守る
　　私達は、家庭、学校、職場等において、食事、買い物、
勉強、仕事、余暇等の様々な生活を営んでおり、その生活
が深夜に及ぶこともあります。国民が昼夜を分かたず自
由で良好な社会生活を享受できることを実現するために
は、犯罪被害に遭うおそれがなく、又は違法行為が看過
されることのない安全で安心な環境が、重要な基盤とし
て必要です。
　生活安全局は、「市民生活の安全と平穏の確保」を任
務としています。地域住民と協働した防犯施策、交番を
拠点としたパトロール、ストーカー、DV、児童虐待等の被
害が潜在化しやすい事案への対策、少年の非行防止、良
好な風俗環境の保持、悪質商法や環境事犯の取締り等
幅広い業務を行っており、子供から高齢者まで国民全員
が、犯罪や事故等に巻き込まれることのない社会を実現
すべく、職員は、施策の企画・立案に日々励んでいます。

変容する治安情勢への対応
　　我が国では、官民一体となった総合的な犯罪対策の推
進や防犯機器の普及等により、平成15年以降、刑法犯
認知件数に占める割合の大きい街頭犯罪や侵入犯罪が
一貫して減少していますが、一方で、例えば、ストーカー
事案や配偶者からの暴力事案の相談・検挙件数が高い
水準で推移しているほか、児童虐待事件の検挙件数が
増加傾向にあるなど、治安情勢の変容に応じた各種対策
が求められています。これらの対策を進める上では、重大
事案に発展する前に被害者を保護することを最優先に

位置付け、ストーカー行為等の規制等に関する法律等の
関係法令を駆使した加害者の早期検挙、被害者の緊急
避難等の被害防止措置に取り組んでいます。その他、特
殊詐欺の被害も深刻であり、国民に対する注意喚起、金
融機関との連携等、被害防止のための様々な対応を行っ
ています。

地域住民の安全確保
　　私が所属する地域警察指導室では、国民に最も身近
なところで活動する交番・駐在所・パトカーで勤務する警
察官の運用や110番通報を受理し警察署等に指令を行
う通信指令システムの整備等に係る企画・立案を行って
います。
　国民からの110番通報を迅速かつ的確に受理するた
め、110番通報の音声通話と同時に発信者の位置情報
が通知されるシステムや、聴覚障害者等の音声による
110番通報が困難な方がスマートフォンを利用して文字
や画像で警察に通報できるシステムを整備しています。
また、受理した110番通報の内容、警察官の位置等を警
察本部、警察署及び現場の警察官がデータ端末で迅速
かつ組織的に共有するシステムを整備しています。こうし
た取組により、事件・事故が発生した際には、交番等の警
察官が、直ちに現場に急行し、国民の安全を確保できる
ように努めています。
　「子供が楽しそうに友達と遊べる」、「女性や高齢者が
安心して生活できる」、皆さんが普段目にしているそんな
「当たり前の日常」を私達と一緒に守っていきませんか。

生活安全局

　地域住民の安全安心を脅かす犯罪の抑止対策、犯罪被害に
遭いにくい安全安心なまちづくりの推進、警備業・古物営業等の
適正化等、市民生活の安全と平穏の確保、犯罪の予防に関する
事務や交番・駐在所を拠点とした地域警察官の活動等に関する
事務を行っています。

犯罪の起きにくい社会へ

生活安全企画課

　人身の安全を早急に確保する必要のあるストーカー、ＤＶ、児
童虐待等への対策に関する事務や、少年の非行や犯罪被害の
厳しい情勢を踏まえた、少年事件の捜査体制の充実・強化等の
少年非行防止対策、児童ポルノの製造等の子供の性被害に係
る対策に関する事務等を行っています。

将来の治安基盤を盤石なものとするために

人身安全・少年課

　風俗営業の適正化、銃砲刀剣類・危険物の規制等の行政事
務に加え、売春・人身取引関係事犯や賭博等の風俗関係事犯の
取締り等に関する事務を行っています。

良好な生活環境の保持のために

保安課

　生活経済事犯（利殖勧誘事犯等の悪質商法、ヤミ金融事犯、
食の安全に係る事犯、保健衛生事犯、環境事犯、知的財産権侵
害事犯等）の取締り等に関する事務を行っています。

日常生活を脅かす犯罪から国民を救う

生活経済対策管理官

国民が安全に安心して
暮らせる社会を築く

　私が県警察で勤務している際に、ある被害者が
「一人で夜道を歩けなくなった。」と語りました。被疑
者を検挙してもなお、被害者の精神的な苦しみは続
いているのだと痛感した一瞬でした。
　犯罪被害を防ぐためには、各犯罪に応じた効果的
な対策を実施することが重要です。例えば、子供や女
性に対する犯罪に関しては、性犯罪等の前兆とみら
れる声掛け等の事案に関する情報収集を行い、被害
現場となり得る通学路等を重点的にパトロールする
などして犯罪の未然防止に努めています。
　私が勤務する生活安全企画課は、生活安全警察
全体に係る事務をつかさどるとともに、犯罪の予防
一般に関する事務等を担っています。その中で私は、

都道府県警察から報告を受けた特異な事案等を分
析して必要な指導をするなど、子供や女性の安全を
守るための施策の企画・立案業務に携わっています。
　私たち一般職採用警察官は、都道府県警察での勤
務機会にも恵まれているため、各分野の現場で直面
する多くの犯罪等から磨いた現場感覚を、行政官と
して施策の企画・立案に大いに生かすことができま
す。現場に思いを馳せながら、国民の安全・安心を守
るために、我 と々共に警察庁で一緒に働きませんか。

生活安全企画課係長

Voice

生活安全企画課課長補佐

組織紹介第１部
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時代の変化に対応した刑事警察
　SNSや電子マネー等の新たなサービスの普及に伴い、
犯罪の形態も大きく変容しています。犯罪の検挙によっ
て国民の安全・安心を確保することが求められる刑事警
察も、こうした情勢の変化を的確に捉え、新たな形態の犯
罪にも柔軟に対応する必要があります。
　実際の犯罪捜査を行うのは、都道府県警察の捜査員
になりますが、捜査員が行う捜査が、時代の変化に対応
しながら、適正かつ効率的に行われるようにするため、警
察庁刑事局では、犯罪情勢や手口の分析、DNA型鑑定
等の捜査基盤の整備、都道府県警察の指導・調整等を
行っています。
　
新たな刑事司法制度への対応
　犯罪情勢に加え、捜査を取り巻く環境も大きく変化し
ています。法務省で検討会が開催されるなど、刑事書類
の電子データ化や令状請求・発付のオンライン化等の刑
事手続のIT化に向けた検討が進められています。

　私が所属する刑事企画課においても、捜査手続の効
率化や非対面化・遠隔化等を可能な限り推進するという
警察の立場から、こうした新たな刑事司法制度に対応す
るための検討を進めています。
　
幅広い経験
　一般職採用警察官は、専門分野のスペシャリストとな
ることを期待されており、私も、警察署の捜査員や警察本
部の課長として、刑事部門の第一線での勤務を多く経験
しました。警察庁で施策を企画・立案する際には、その施
策が第一線においてどのように機能するのかを見極める
ことが重要であり、こうした過去の経験が、警察庁で仕事
をする上での糧になっています。
　また、私は、都道府県警察以外にも、在外公館や警察
庁の刑事局以外の部門で勤務する機会にも恵まれまし
たが、こうした幅広い経験は、自身の視野を広め、人間的
に成長させてくれたと確信しています。
　警察庁は、様 な々活躍の場があり、成長できる職場です。
皆さんと一緒に仕事ができる日を楽しみにしています。

刑事局・組織犯罪対策部

刑事局

　全国の刑事警察の司令塔として、刑事手続のＩＴ化をはじめとする刑事
警察に関する制度やその運営に関する企画及び立案、都道府県警察の捜
査活動に対する指導、捜査手法や刑事関係法令に関する調査研究等、広く
捜査一般に関することを担当しています。

　部門の垣根を越えた犯罪関連情報を収集・分析し、広域犯罪等の全体像
の解明、各都道府県警察に対する情報提供等を行っているほか、新たな制
度・サービスが犯罪インフラとして悪用されることの防止・解消に取り組む
など、社会の変化に対応した犯罪捜査の支援及び犯罪の情勢、手口等の総
合的な分析、調査等に関する業務を担当しています。

全国の刑事の中枢、頭脳であり心臓 社会の変化に適応した捜査を
刑事企画課

　政治や行政に対する国民の信頼を揺るがし、あるいは我が国の経済・市場シ
ステムを内部から蝕む、贈収賄事件や選挙違反事件、入札妨害・談合事件、企
業関係犯罪といった各種知能犯罪の捜査に関する業務を担当しています。

政治・行政・企業の不正を糾す
捜査第二課

　法医学、化学、心理学等の知識及び技術を応用し、指掌紋、足痕跡、現場
遺留物、写真、ＤＮＡ型等から捜査を科学的、合理的に進めるなど、犯罪鑑
識全般に関する業務を担当しています。

科学捜査で、姿の見えない悪を追い詰める
犯罪鑑識官

　社会に大きな不安を与える殺人、放火等や被害者の心身に大きな傷を
与える性犯罪といった凶悪事件、ひったくりや侵入盗をはじめとする窃盗
事件のほか、略取誘拐・人質立てこもり事件や航空機・列車事故といった特
殊事件等の捜査に関する業務を担当しています。

凶悪事件と対峙する、全ては被害者のために
捜査第一課

組織犯罪対策部

　犯罪組織の壊滅・弱体化を図るため、暴力団、薬物密輸組織、外国人犯罪
組織等に関する情報の集約・分析を行い、戦略的な組織犯罪対策の企画・立
案等の業務を行っています。また、マネー・ローンダリング対策等を担う我が
国の資金情報機関（FIU）として、疑わしい取引の情報を集約・分析し、結果を
捜査機関に提供するなどしています。

戦略的な組織犯罪対策の展開
組織犯罪対策企画課

　我が国の社会経済を蝕み、市民生活の平穏に対する重大な脅威となってい
る暴力団の壊滅に向け、暴力団犯罪・特殊詐欺をはじめとする組織犯罪の取締
りに関する業務、暴力団対策法に基づく暴力団員による不当な要求行為等の規
制に関する業務、暴力団排除活動の推進に関する業務等を担当しています。

暴力団の壊滅に向けて
暴力団対策課

　来日外国人組織犯罪や国境を越えて活動する国際犯罪組織に対する総
合的な対策を推進するとともに、国際刑事警察機構（ICPO-INTERPOL）
や外国捜査機関との連携、国外逃亡被疑者の追跡捜査等に関する事務を
担当しています。

国際犯罪の防波堤

　暴力団や外国人等の犯罪組織が深く関与している覚醒剤・麻薬等の薬物
及び拳銃等の銃器に関する犯罪の取締りに関する事務を担当するほか、薬
物乱用防止や違法銃器根絶のための広報啓発活動等の各種施策を総合的
に推進しています。

薬物・拳銃のない社会を目指して
薬物銃器対策課

国際捜査管理官

捜査支援分析管理官

ただ

検挙による
安全・安心な日本の実現

　642人。昨年、刑法犯により死亡した方の人数で
す。私たちが何気なく過ごしている日々のどこかで、犯
罪によりその人生を奪われる方がいて、唐突に家族
や友人を失う方がいます。殺人等の凶悪事件を扱う
都道府県警察の捜査第一課は、ドラマや小説のよう
な華々しいイメージを持たれることもありますが、実
際は、地道で根気強い捜査によって事件を解決に導
きます。
　私は現在、そのような現場を支えるための予算、制
度、研修の企画・立案のほか、他省庁との調整や、適
切な被害者対応等に向けた都道府県警察の指導等
に当たっています。こうした警察庁における業務の基
盤となっているのが、第一線での勤務経験です。警察

庁の施策が現場ではどのように機能しているかを、
一人の捜査員として、自分の目で見て肌で感じた経験
が、今に繋がっています。
　たとえ事件が解決しても、亡くなった方は帰ってき
ません。遺族の傷が完全に癒えることもありません。
それでも私たち警察は、その痛みに寄り添いながら、
迅速に犯人を検挙し、適正な刑罰を科すべく捜査を
尽くさなければなりません。悪と対峙し、被害者等に
寄り添う現場の捜査員と同じ気持ちで、自分にできる
ことを模索する日々です。

捜査第一課係長

Voice

刑事企画課課長補佐

組織紹介第１部
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交通警察の目指すところ
　令和３年中の交通事故による死者数は2,636人で、
５年連続で戦後最少を更新しました。昭和や平成初期の
交通戦争と呼ばれた時代から比べると大幅に減少しまし
たが、今なお多くの方が交通事故で被害に遭っているこ
とには変わりなく、交通事故のない安全で快適な社会を
実現していくことは、国民共通の願いだと思います。
　こうした情勢の中、交通警察では、子供や高齢者をは
じめとした歩行者の安全確保等に重点を置き、交通安全
教育の推進や、飲酒運転等の悪質・危険な交通違反の
指導取締り、信号機等の交通安全施設等の整備といっ
た施策を実施していますが、警察庁交通局では、全国的
な観点から、これらの施策の企画・立案や都道府県警察
に対する指導等を行っています。最近では、通学路対策
や高齢運転者対策等の課題に加えて、自動運転技術の
進展を踏まえた新たなルールづくり等にも的確に対処し
ていくことが求められています。

警察庁の魅力
　私は、入庁以来、警察庁では道路交通法改正等の企
画・立案業務を、都道府県警察では交通事故捜査や交
通規制の指揮官としての実務を、それぞれ経験してきま
した。また、在外公館や外郭団体等の警察以外の組織で
勤務する機会にも恵まれました。現在は、交通規制に関
する許認可事務について、将来を見据えつつ現場に即し
た形への改善を検討する日々ですが、これまでの経験が
現在の業務を進める上で大きな財産となっています。
　一般職採用警察官として勤務する魅力は、自ら制度設
計を行い、自ら現場で執行し、その改善点を次の制度設
計に生かす、というサイクルを経験しながら、広い視野と
専門性を身につけて、国民の安全・安心の確保に貢献で
きることだと思います。私自身も、そのサイクルを何度も
繰り返しながら、安全で快適な交通社会の実現を目指す
今の仕事に、誇りとやりがいを感じています。警察庁を志
す皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

交通局

　交通警察に関する制度の企画及び立案、交通統計、交通安全
教育及び交通安全運動等に係る事務を所掌しています。また、
道路交通法令の改正作業や各種計画の策定作業、自動運転に
関する制度の企画立案等を行っています。

　信号制御や標識設置等によって交通流をコントロールし、安
全かつ円滑な道路交通を支えています。また、大規模災害発生
時は、速やかな災害対策が実施できるよう、緊急輸送ルートを
確保する重責を担います。

　運転免許を取得しようとする者への教習・試験、運転免許保
有者等への講習等の充実により安全運転を促進し、運転免許の
取消し等により危険運転者を排除することで、運転者の資質向
上を図っています。また、更新時講習のオンライン化等、運転免
許関係手続のデジタル化にも取り組んでいます。

人とクルマが調和した交通社会の制度設計

全ドライバーの資質を背負うゲートキーパー

１億３千万の流れをコントロールする責任

交通企画課 交通規制課

　道路交通の秩序維持のため、交通指導取締り、交通事故事件
捜査、暴走族対策に係る企画立案等のほか、白バイ・交通パト
カーの運用に係る事務を行っています。また、放置違反金制度と
放置車両確認事務の民間委託を柱とする駐車対策法制の運用
にも取り組んでいます。

取締りは、事故のない未来への挑戦

交通指導課 運転免許課

交通事故のない
安全で快適な
社会の実現に向けて
交通規制課課長補佐

　第一線での勤務で、交通事故捜査を担当していた
ときのことです。飲酒運転による死亡事故の捜査に初
めて従事することとなり、飲酒による運転がいかに危
険なものであったかを立証する捜査にまい進する
日々を送りました。この経験を通じ、悪質な運転に
よって一瞬にして大切な人を奪われた遺族の方の悲
しみを思い、このような悲惨な交通事故を1件でも無
くそうと決意したことを、今でも鮮明に覚えています。
　私は現在、交通企画課自動運転企画室で勤務して
います。自動運転は、交通事故の削減や高齢者等の
移動手段の確保に資するものと考えられており、官民
一体となって研究開発等が行われています。警察庁
では、道路交通の安全と円滑の観点から、道路交通

法の改正、全国各地で実施されている自動運転の実
証実験の安全対策、国際会議への参画、交通情報提
供に関する研究開発等、我が国の道路交通環境に
応じた自動運転が実用化されるよう各種取組を進め
ています。私はこれまでの第一線での勤務で得た知
識や経験を生かしつつ、自動運転の実用化に向けて
日々業務に当たっています。
　交通事故のない安全・安心な社会の実現に向けて
熱い思いを持った方、一緒に仕事をしてみませんか。
皆さんの入庁を心よりお待ちしております。

交通企画課係長

Voice

組織紹介第１部
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安寧秩序の維持
国際テロリズム対策課課長補佐

　最近、「経済安全保障」という言葉をよく耳にされ
ているかもしれません。近年、国際情勢の複雑化、軍
民技術の融合、宇宙・サイバーといった新たな戦域
の誕生等により、安全保障の裾野が経済・技術分野
に拡大しつつあります。皆さんも、コロナ禍で、医薬品
やマスク等が不足したことは記憶に新しいと思いま
すが、これは世界中でサプライチェーンが寸断したこ
とに起因すると指摘されています。このような情勢を
踏まえ、各国とも産業基盤の強化、機微技術の流出
防止等の経済安全保障の確保に向けた取組を進め
ています。
　こうした中、外事警察では、先端技術の流出防止
対策に取り組んでいます。我が国が誇る先端技術が

国外に流出した場合、企業や研究機関の国際的な競
争力が低下するだけでなく、流出した技術が軍事目
的に使用・転用可能であれば、我が国の安全保障に
も重大な影響を与えかねません。
　外事警察の任務は、このような経済安全保障の確
保や、外国によるスパイ活動・国際テロから国民の生
命・身体・財産を守ることであり、すなわち「日本その
もの」を守ることです。日本の未来をより良い世界にす
る外事警察の仕事に少しでも興味をお持ちの方は、
是非説明会にお越しください。

外事課係長

Voice

警備局・外事情報部・警備運用部 テロの脅威に立ち向かう
　国際テロ情勢は依然として厳しい状況です。インター
ネット等を通じて過激化するローン・アクターの存在。秘
匿性の高い通信技術の悪用。テロ手法の多様化。テロを
取り巻く情勢が時々刻々と変化する中、テロ組織は我が
国や日本人をテロの標的として繰り返し名指ししていま
す。テロは一度でもその発生を許してしまうと、無辜の市
民の生命・身体を害し、その経済活動に深刻な影響を与
えます。我々警備警察は、テロの未然防止を絶対使命と
位置付け、日々、テロの脅威に立ち向かっています。

未然防止は一国にして成らず
　テロ対策は主に未然防止対策と被疑者の検挙を含む
事態対処で構成されますが、未然防止対策で重要となる
のが予兆の把握です。警察庁警備局では、予兆を早期に
察知するため、国内関係省庁のほか、民間事業者や地域
住民と緊密に連携する「官民一体」の日本型テロ対策を
推進しています。一方、テロを実行するための人・物・資金・
プロパガンダの流れは国内にとどまりません。世界各国
が保有するテロに関連した情報やテロ対策のノウハウ、

現状の分析や過去に発生した事件から得られた教訓等
を聞き取り、我が国のテロ対策に生かしていくことも大切
です。
　なお、海外では情報機関と法執行機関が別々に設置
されていることも珍しくありませんが、警察庁警備局は、
情報収集、法執行機能に加え、警戒警備能力も備えてい
ます。言わば「治安維持のワンストップショップ」として、
外国治安機関からも信頼されています。

百里を行く者は九十里を半ばとする
　入庁して24年。その大半を外事情報の世界で過ごし
てきました。情報収集のためにこれまで多くの国を訪れま
したが、世の安寧を願う気持ちに国境はないと感じる傍
ら、世界にはその道数十年の経験を有し、一騎当千の治
安のスペシャリストが沢山いることを知りました。そうした
専門家と対等に渡り合い、必要な情報を得るためには、
テロ対策に関する知識や語学力はもちろんのこと、交渉
を巧みに進める人間力も必要となります。私もまだまだ道
半ば。安寧秩序を守るため、熱意と人間力あふれる皆さ
んと共に歩める日が来ることを楽しみにしています。

む　こ

　警備警察に関する制度や運営に関する企画立案、警備警察
に関する法令の調査及び研究のほか、急速に発展する先端技術
を用いて行われるテロや犯罪等に関する情報収集及び取締り
等を担っています。

　警備警察が扱う事象のうち、主として外国人が関与するもの
を扱っており、例えば、北朝鮮による日本人拉致容疑事案、北朝
鮮等による対日有害活動、大量破壊兵器関連物資等の不正輸
出、諸外国によるスパイ活動、先端技術流出等に関する情報収
集や取締り、不法入国・不法滞在者対策等を行っています。

　警備実施、機動隊の全国的な運用・管理、皇室の方々や内閣
総理大臣をはじめとする内外要人の安全を守る警衛・警護等に
関する業務を行っています。

　民主主義社会を暴力で転覆しようとする過激派、極端な国家
主義的主張に基づいて行動する右翼、依然として多くの信者を
抱えるオウム真理教、反グローバリズムを掲げる過激な勢力等
に対する情報収集や「テロ、ゲリラ」事件等の警備犯罪の取締り
等を行っています。

　警備警察が扱う事象のうち、外国人又はその活動の本拠が外
国にある日本人によるテロ等に関するものを扱っており、イスラ
ム過激派等による国際テロに関する情報収集・分析や国際会議
への対応を行っています。

国家の秩序を、護る

警備部隊の司令塔

民主主義を、支える

テロの脅威と、闘うNipponを、護る

警備企画課

外事課

警備第一課

　大規模な災害、ハイジャック事件等の緊急事態発生時の警察庁
における対処の中核を担うほか、原子力関連施設の警戒警備、核
物質や特定病原体等の防護対策等に関する業務を行っています。

危機管理の中枢
警備第二課

公安課

国際テロリズム対策課

警備局

外事情報部

警備運用部

組織紹介第１部
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サイバー警察局の使命
　皆さん、インターネットを使わない日はありますか？ 
SNSを使ったり、ニュースを見たり、買い物もするでしょ
う。サイバー空間は利便性が高い一方で、ハッキングや
フィッシング、個人情報やクレジットカード情報の流出等、
目に見えないリスクが潜んでいます。また、ＩＴが不可欠な
現代社会では、インフラ事業者へのサイバー攻撃等によ
り当たり前の生活が脅かされるおそれもあります。
　私たちが生活している実空間とサイバー空間は表裏
一体であり、双方の安全・安心を確保することが、今、警
察に求められています。サイバー空間における治安維持
を担い、国民の生命・身体・財産を守ること、これがサイ
バー警察局の使命です。

新設された組織の役割
　サイバー警察局は、これまで各局が連携しながら対応
していたサイバー事案への対処に関する取組を一元的
に進めるために新設された組織です。サイバー事案の捜
査、実態解明及び対策が一元化されたことにより、サイ
バー事案の捜査の指導、サイバー空間上の脅威に関す
る情報の集約・分析、関係省庁・民間事業者と連携した
被害防止対策等をより効果的に推進することが可能と
なっています。

　また、サイバー空間に国境はないことから、外国の捜査
機関等との連携も重要となっています。今般の組織改正
では、重大サイバー事案について、日本全国を管轄として
捜査を行う「国」の捜査機関として、関東管区警察局に
サイバー特別捜査隊が新設されました。同隊の国際共同
捜査への参加等、国際的な舞台に日本としてより積極的
に参画していくことが期待されています。

理想の体現を目指して
　私は、これまで刑事警察を専門分野として警察庁や都
道府県警察で勤務してきました。今回、新組織のスタート
アップに携わることとなり、これまで刑事警察のスペシャ
リストとして培った知識・経験を総動員して、これらの新
組織を真に実効性のあるものにするべく、日々業務に取
り組んでいます。
　行政機関である警察庁でも、現場である都道府県警
察でも、「治安を守るための仕事」という本質が変わるこ
とはありません。国内、海外、現場、行政機関と幅広い活
躍の場で、皆さんの熱意と理想を是非警察庁で体現して
みませんか。一緒に働ける日を楽しみにしています。

実空間と同等の
安全・安心を
サイバー空間にも
サイバー企画課付
（関東管区警察局サイバー特別捜査隊管理官兼務）

　デジタル化の進展等に伴い、サイバー空間は、全
国民が参画する公共空間へと変化している一方で、
新しいサービスや技術を悪用した犯罪が続々と発生
し、その手口は悪質・巧妙化の一途をたどるなど、サ
イバー空間をめぐる脅威は、極めて深刻な情勢が続
いています。
　こうした情勢を踏まえ、令和４年４月、警察庁にサ
イバー警察局が、関東管区警察局にサイバー特別捜
査隊がそれぞれ新設されました。私は、新設されたサ
イバー警察局において、第一線での勤務経験を踏ま
えつつ、全国的な視点からサイバー空間の安全・安
心を確保するための施策の検討を行っています。

　サイバー警察局では、警察庁警察官のほかにも、
技術力を有する技官、都道府県警察や民間企業から
の出向者等、多様な人材がそれぞれの強みを生かし
て勤務に当たっています。中でも、一般職採用警察官
は、豊富な現場経験と専門性を生かして、警察庁と
第一線をつなぐ架け橋としての役割が期待されてい
ます。私自身、第一線での捜査経験が警察庁での施
策の検討等に大いに役立っていると日々実感してい
ます。
　国民の安全・安心の確保に貢献したいという思い
をお持ちの皆さんには、是非警察庁を訪問していた
だきたいと思います。

サイバー捜査課係長

Voice

サイバー警察局

　サイバー警察に関する制度や運営に関する企画・立案及び
法令の調査・研究のほか、官民連携等を通じたサイバー事案
の被害防止対策、サイバー空間の情勢に関する情報収集・分
析、サイバー警察に関する国際的な枠組みへの参画等に関す
る事務を行っています。

サイバー事案対策のオペレーター

サイバー企画課

　サイバー事案の捜査に関する企画・立案、サイバー事案の
情勢及び手口の分析のほか、外国捜査機関との連携、都道府
県警察が行うサイバー事案の捜査に関する指導・調整等を
行っています。

捜査を通じたサイバー空間の安全確保

サイバー捜査課

　捜査で押収した証拠品の解析など、情報技術を用いて、警
察が行う犯罪の取締りを支えています。また、こうした技術を
生かし、サイバー事案に用いられる不正プログラムの解析、サ
イバー空間の脅威や脆弱性の調査・分析のほか、解析能力向
上のための取組を行っています。

技術のスペシャリスト

情報技術解析課

組織紹介第１部
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警視庁石神井警察署

埼玉県警察本部刑事総務課

兵庫県警察本部刑事部長

警察庁犯罪鑑識官

巡査部長

　街角の交番で勤務が始まった時、
身の引き締まる思いがしました。刑事
課で窃盗事件や傷害事件の捜査に
従事した際には、「必ず犯人を検挙す
る」という刑事の情熱を感じました。
現場では緊張の続く毎日でしたが、
警察に求める国民の期待を肌で感
じ、「安全で安心な社会を実現する」
という警察の使命感を実感しました。

　初めての殺人事件捜査本部では、
犯行現場付近における聞き込み捜
査、通称「地取り捜査」の責任者とな
りました。事件は容易に解決しませ
ん。遺族の悲しみ、捜査指揮の難し
さ、事件解決への捜査員の執念を感
じたこの時期、刑事警察を志したこと
に間違いはなかったと確信しました。

　暴力団対策法が施行され、その解
釈・運用に加え、暴力団情報の分析等
の業務を担当することになりました。
我が国に根付いた暴力団の取締り
は、全国警察が一丸となるだけでは
なく、官民一体となった対策が不可欠
です。全国警察の指導・調整、業界団
体との連携等の業務を通じて、行政
官としての立場、そして警察庁の役割
を学びました。

  様々な犯罪が発生する中、捜査に携
わる者は、国民の期待と不安を鋭敏
に感じ取り、治安維持のため事件解
決に向け全力を尽くしています。私
は、１０所属を抱える刑事部の長とし
て、日々の捜査指揮において的確な判
断と決断を求められましたが、これま
で培った知識、経験を基にこれに応え
ました。

　犯罪鑑識は、犯罪現場において証
拠を発見、収集し、その証拠に科学的
かつ合理的な検討を加え、事件判断
に必要な情報を得るもので、捜査を
遂行する上で極めて重要な活動です。
犯罪鑑識官は、現場鑑識活動を支え
るため、全国警察が収集した各種資
料等を一元管理しているほか、関係
規則の整備、鑑識技術向上のための
指導・教養等を行っています。

警察庁暴力団対策第一課

福岡県警察本部捜査第二課長

　贈収賄や経済犯罪等の知能犯罪
は、一般的に潜在化する傾向が強く、
また、企業役員等が捜査対象となる
ため、警察捜査が外部に漏れないよ
う細心の注意を払いながら、犯罪の
証拠を地道かつ粘り強く見つけ出し
ます。現場の捜査指揮は、緊張感と責
任感を伴いますが、摘発した際の充実
感、達成感を味わうことができました。

警部補
警 部

警 視
警視正

警視長

犯罪鑑識官

一人ひとりの
　　キャリアステップ

Stage1 Stage2 Stage3 Stage4 Stage5 Stage6

キャリアステップ第 2 部

　警視庁警察署の地域課（交番）、交通
課、刑事課、生活安全課等において勤務し
ます。
　■ 関東管区警察学校（東京都小平市）
■ 警視庁勤務（署地域課・刑事課等主任）

巡査部長
　警察庁各課における勤務の後、大規模
府県警察の警察本部や警察署において勤
務します。
　■ 関東管区警察学校（東京都小平市）
■ 警察庁勤務（係長心得）
■ 大規模府県警察勤務（本部・署係長）
■ 警察大学校（東京都府中市）

警部補
　警察庁各課において係長として勤務し、
原則として警視庁本部の係長又は警察署
の課長代理を経て、再び警察庁各課で係
長として勤務することになります。
　■ 警察庁勤務（係長）
■ 警視庁勤務（署課長代理等）

警 部
　警察庁では課長補佐等の施策の立案者
として、都道府県警察では本部の課長等の
施策の実現者として勤務し、警察庁と第一
線の双方で専門能力を発揮する「治安の
スペシャリスト」としての道を歩みます。
　■ 警察庁勤務（課長補佐等）
■ 都道府県警察勤務（課長等）

警 視
　警察庁では課長・理事官等、都道府県
警察では本部長・部長等として、培った専
門能力を発揮しながら勤務することとなり
ます。
　■ 警察庁勤務（課長・理事官等）
■ 都道府県警察勤務（本部長・部長等）

警視正 ／ 警視長
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■ 警察学校での１日

警察官としての第一歩

　新年度がスタートする４月、スペシャリスト候補警察官として採用された皆さんが
警察官としての第一歩を踏み出す場所は、満開の桜並木を抜けた先にある関東
管区警察学校（東京都小平市）です。皆さんは、ここで、法学、警察実務のほか、拳
銃、柔剣道、逮捕術といった授業を受けることとなります。こうした授業を通じ、警
察官に必要な基礎的知識・能力等を身に付けるとともに、気力・体力を養うことで、
卒業する頃には、警察官として大きく成長した自分に出会えるでしょう。

同期の存在が励みに

　学校生活は入校前の生活と大きく異なることから、毎日が新鮮で充実したもの
になるでしょう。しかし、当然のことながら、一人前の警察官に成長するためには、
学校生活は楽しいことだけではありません。そのようなとき、互いに励まし支え合
うのは、同期の存在です。学校で数多くの苦楽を共にした同期は、卒業後も深い
絆で結ばれ、スペシャリスト候補警察官としての人生を有意義なものにしてくれ
るとともに、生涯欠かすことのできない存在となることでしょう。

　私は現在、警視庁本所警察署の刑事課に所属し、まさ
に犯罪捜査の最前線で勤務しています。
　私が捜査員として勤務する中で特に印象に残っている
のが、繁華街のビルで飲食店を経営する外国人らによる、
新型コロナウイルスに関する「営業時間短縮に係る感染
防止協力金」の詐欺事件の捜査に従事したことです。
　被疑者の外国人らは、実際にはその飲食店が営業して
いるにもかかわらず、外観上営業していると分からないよ
うに細工し、東京都に対して時短営業をしていると嘘の申
請をして協力金を詐取していました。
　この協力金は、税金によって賄われているものであり、
それを騙し取るのは絶対に許されない行為です。

　係一丸となって捜査を実施し、証拠を積み重ね、被疑者
に逮捕状を見せた時の被疑者の驚きと諦観の表情は、忘
れられません。
　しかし、捜査はこれで終わりではありません。被疑者を
逮捕した後も、取調べや供述の裏付け、余罪の追及等、ま
だまだやるべきことがあるのです。
　こうした第一線で犯罪捜査に従事する中で肌で直接
感じたことを、今後の警察庁での勤務に生かせるよう、
日々精進しています。
　将来同じ志を持った皆さんと共に仕事ができる日を楽
しみにしています。

警視庁本所警察署刑事課主任

犯罪捜査の最前線で

　私は現在、警視庁練馬警察署の交通課交通捜査係で、
人身事故や当て逃げ等の交通事故の捜査を行っています。
　交通事故はそのほとんどが過失が原因で起こるため、
その過失がどこに存在するかを特定することが捜査上最
も重要になります。被疑者の過失を特定するために、現場
に残された交通事故の痕跡を探し、緻密な実況見分や防
犯カメラ捜査を行いますが、こうした捜査は、私が当初思
い描いていたよりずっと地道な作業でした。しかし、真実を
解明し、被疑者に適正に処罰を下すための捜査というの
は、間違いの許されない大きな責任を伴う仕事であり、大
変やりがいを感じています。
　また、交通捜査係に籍を置きつつも、交通執行係ととも
に可搬式オービスを用いた交通指導取締りに従事した
り、交通総務係とともに交通安全運動に従事するなど、

悲惨な交通事故を無くすという１つの目標に向かう交通警
察の仕事を多角的に見る機会にも恵まれています。
　法令や予算上の問題に阻まれ、捜査の継続が困難に
なったり、交通指導取締りを実施できなかったことがあ
り、理想と現実にもどかしい思いをすることもありました。
しかしながら、この経験が今後間違いなく警察庁での施
策の企画・立案の原動力になると信じており、問題意識を
持って目の前の交通事故に向き合うことができています。
それこそがスペシャリスト候補警察官の醍醐味であり、使
命であると感じながら、日々職務にまい進しています。
　皆さんも「人々の当たり前の日常を守る」という何も
のにも代えがたいやりがいのあるこの仕事を選んでみ
ませんか。

警視庁練馬警察署交通課主任

現場における警察庁警察官の使命

起
床
・
朝
食

昼
食

課
外・自
主
ト
レ

夕
食
・
入
浴

自
習
・
消
灯

9：00～
1時限目

点検・教練（※）
10：30～
2時限目

法学
（警察法等）

12：50～
3時限目

柔剣道

14：20～
4時限目

警察実務
（書類作成等）

15：50～
5時限目

挙銃訓練

※警察官として職務遂行に必要な姿勢や態度、服装等を検査し、厳正な規律を養うとともに、部隊行動の訓練を行います。

警察学校の紹介Stage 1
警察署交通課の主任としてStage 1

警察署刑事課の主任としてStage 1

キャリアステップ第 2 部

第一線の警察官として
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県民が安心して暮らせる環境のために

愛知県警察本部保安課長

　私は現在、神奈川県警察本部警備課の係長として、警
備計画の策定等、警備実施に関する業務を担当していま
す。
　県内には、情勢等に応じてテロのターゲットとなり得
る外国公館や米軍関連施設等が所在しており、これらの
施設に対する不法事案の発生は、市民生活に著しい影
響を及ぼしかねないことから、警戒警備を行う必要があ
ります。また、トラブルの発生が懸念されるデモや集会等
の開催に際しても、不法事案を未然に防止し、円滑な交
通を確保しなければなりません。そのため、警察本部の
警備課では、警備実施の要たる機動隊を適切に運用す
るとともに、各施設やデモ等開催地の実地踏査を通じ
て、あらゆる脅威や事案を想定し、綿密な警備計画を策
定して、治安の維持に努めています。

　神奈川県警察に配属される前は、警察庁警備第一課で
警備実施に関する業務を担当していましたが、どのような
警備実施が行われているかについては、書面上でしか把
握できませんでした。現在、警察本部の警備課で警備実施
に携わる中で、「いかなる不法事案も発生させない」という
シンプルな至上命令を完遂することの難しさを痛感する
とともに、その奥深さや面白さを身をもって学び、充実した
日々を送ることができています。
　警察庁の業務を通じて学んだ知識を、現場の勤務を通
じて実践・検証できることが警察庁警察官の醍醐味だと
思います。日本の治安を担う警察組織の一員として、皆さ
んと一緒に働くことができる日を楽しみにしています。

警察庁警察官の醍醐味

捜査指揮官として
　愛知県は古くから東西交通の要衝として栄え、県庁所
在地の名古屋市も中部圏の政治・経済において中心的
な役割を担う大都市として発展してきました。江戸時代
には碁盤割と呼ばれる城下町が整備され、現在ではそ
の一角に全国有数の歓楽街「栄地区」が形成されていま
す。同地区は中部圏におけるショッピング、グルメ、エン
ターテインメントの中心地であり、昼夜を問わず全国各
地から人々が集い、その街並みは魅力と活気にあふれて
います。
　しかし、陽の当たる部分の裏には陰の部分があります。
路上で公然と行われる客引き行為やスカウト行為は街を
訪れる人々に不安を覚えさせており、違法風俗店の存在
は周辺の環境に悪影響を及ぼすばかりでなく、人身取引
の被害者に対する性的サービスの強要等、性的搾取の温
床となることもあります。また、闇カジノ等と呼ばれる雑
居ビルの一室では、昼夜を問わず賭博行為が行われてい
ます。そして、こうした環境から生み出される収益は暴力
団に流れ、その有力な資金源となっています。
　保安課では、風俗環境の浄化と暴力団資金源の遮断
を図るべく、違法行為の迅速な排除と組織的に敢行され
る事犯の徹底検挙に向けて昼夜を分かたず地道な捜査
を推進しており、私も捜査指揮官として使命感あふれる
捜査員とともに日々奮闘しています。

行政事務の責任者として
　保安課では、各種営業の許認可や銃砲刀剣類・危険物
等の規制といった行政事務も担当しています。最近では、
銃砲刀剣類所持等取締法の改正により、クロスボウの
所持許可制が導入されましたが、こうした新たな制度の
導入には県民の方々の理解と協力が不可欠です。このた
め、効果的に県民の方々に周知を図る方法について知恵
を絞るとともに、県公安委員会、県議会、報道機関等に
対しては、常に県民への説明責任を意識して丁寧な説明
を心掛けています。

一般職採用警察官として
　入庁以来、警察本部の特捜班の一員として、都内屈指
の歓楽街を管轄する警察署の捜査幹部として、そして保
安課長として、様々な立場から歓楽街の闇に目を凝ら
し、そこで暗躍する組織や様々な事件と対峙してきまし
た。今年の春で入庁から22年が過ぎましたが、こうした
経験に裏打ちされた専門性が一般職採用警察官の最大
の強みであると改めて実感しています。皆さんと一緒に
仕事ができる日を楽しみにしておりますので、まずは警
察庁の門を叩いてみてください。

　「息子夫婦のために貯めていたお金を犯人に騙し取ら
れました。」皆さんがこの文章に目を通している瞬間にも、
扶けを求めている方がいるかも知れません。
　私は現在、警視庁葛西警察署の刑事組織犯罪対策課
で、詐欺、横領等の知能犯捜査を担当する課長代理とし
て、これまで刑事分野で培ってきた知識や経験を生かし、
捜査員とともに犯人検挙のため汗を流しています。３回目
の第一線での勤務ですが、目まぐるしい社会情勢の変化
に伴い、犯罪の形態や警察の捜査が変化していることを
日々実感しています。
　「他に依るすべがなく、窮地に陥ったとき、国民は警察に
扶けを求めてきます。」入庁前、大学で手に取った警察庁
の採用パンフレットに書かれていたこの言葉に惹かれ、私
は警察の仕事を選びました。しかし、目の前にいる被害者

の無念を晴らすことは容易ではなく、また、これだけが警
察の仕事ではないと思います。現行の法令や制度を正しく
運用することはもちろん、第一線の実態を踏まえ、より相
応しい法規制や運用の在り方を形にすることで犯罪に的
確に対応していく。そんな仕事も「人を扶ける」ことに含ま
れるのではないでしょうか。そして、第一線と警察庁の双
方で専門性を持って勤務し、実効性ある施策を企画・立案
することが一般職採用警察官の役割であり、「人を扶け
る」ことを体現できる魅力的な職種だと思います。
　困っている人の力になりたい。そんな想いを持っている
皆さんと共に仕事ができる日を心待ちにしています。

人を扶ける仕事
たす

警視庁葛西警察署刑事組織犯罪対策課課長代理

神奈川県警察本部警備課係長

警察本部の係長としてStage 2

警察署の課長代理としてStage 3

警察本部の課長としてStage 4

キャリアステップ第 2 部

各専門分野のスペシャリストとして
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沖縄県警察本部警備部
参事官兼国境離島警備隊長
（現：原子力損害賠償・廃炉等支援機構審議役）

国境離島警備隊長として
　沖縄県警察国境離島警備隊は、令和２年４月、国境離
島における武装集団による不法上陸事案等に対処する
ために設置された部隊で、平素から海上保安庁等関係
機関と緊密に連携し警戒警備に当たっています。
　現下の厳しい国際情勢の下、私自身、隊長として若い
隊員とともに日々汗を流しながら隊運営に努めるととも
に、関係機関との連携強化等の業務に従事しています。
　

第一線での経験を生かす
　私は入庁以降、警備警察、特に警備実施の業務に長く
従事しています。警備実施は、災害等の発生に際し、部隊
の運用を伴う警察活動により、個人の生命、身体及び財
産を保護し、並びに公共の安全と秩序を維持することを
目的として実施するものです。
　警察本部の警備実施担当係長や機動隊中隊長として
警備実施の第一線を走り回り、その経験を踏まえ、警察
庁において担当業務の施策の推進に努めてきました。第
一線を共に走り回る中で感じるやりがいや苦労だけでな
く、課題や問題点を体感し、警察庁における業務に反映
することができたことは私にとって貴重な宝となってい
ます。
　

専門性・継続性を生かす
　振り返ってみれば、原子力災害対策業務との関わりも
長くなりました。平成11年９月、我が国初となる臨界事
故が発生し、災害対策係長として事故対応に当たるとと
もに、国の原子力災害対策マニュアルの策定業務に従事
しました。その後、福島第一原子力発電所事故における
警察の放水活動に従事したほか、警備課課長補佐とし
て原子力災害対策を担当することができました。さらに、
各地域の避難計画の策定等を支援する内閣府（原子力
防災担当）に出向し、警察庁を含む関係省庁と協議を進
めながら国の原子力災害対策マニュアルの改訂も担当
しました。
　原子力災害対策のみならず、警察庁勤務時における
担当業務は、関係省庁、関係機関等と緊密に連携しなが
ら進めるものばかりでしたが、それぞれの業務で膝を突
き合わせながら、課題を解決し業務を推進することがで
きました。

警察官としての志
　国民の安全と安心を守る。私は、この役割を治安の面
から支えている警察官になりたいと警察庁の門をくぐり
ました。業務は多岐にわたりますが、それぞれが真摯に
自らの役割を果たし目的を達成する、そういった仲間が
入庁してくれることを期待しています。

責務を果たし、「安全と安心」に貢献する

交通指導課長

治安のスペシャリストとしての途を歩む

交通警察のスペシャリストとして
　私は、昭和61年に国家公務員採用Ⅱ種試験（当時）に
よる警察庁警察官の１期生として採用され、これまで交
通警察のスペシャリストとして、交通部門を中心に勤務
してきました。
　交通警察というと、交通指導取締りのイメージが強
く、皆さんにはあまり良い印象がないかもしれません。し
かし、交通警察のフィールドは広く、取締りや事故捜査
以外にも、交通安全教育、交通安全施設整備（信号機、
標識・標示、交通管制等）、運転免許制度等、国民生活に
密着した分野です。最近では、将来の自動運転を見据え
た法整備や、新しいモビリティとしての電動キックボード
への対応もカバーしています。
　警察庁での業務は、警察活動の根拠となる法律・制度
等を整備するとともに、全国での運用を適切に行うなど、
大変やりがいのある仕事です。

交通指導課長として
　重大な事故・事件が発生した場合は、日夜を問わず警
察庁に報告がありますが、交通指導課長として、捜査状況
や社会に及ぼす影響等を勘案して、警察庁としての対応
を検討することになります。365日24時間気を抜くことが
できない毎日ですが、全国警察をカバーする業務を担っ
ていることを実感しています。

　交通警察の目的は、死亡事故の抑止であり、交通指導
取締りもその手段の一つですが、真に「事故抑止に資す
る交通指導取締り」を推進することが、自分の責務と考
えています。

今、警察人生を振り返って
　私は来年３月に定年を迎えることになりますが、これ
までに、警察庁での交通部門のほか、国土交通省（交通
安全担当）、環境省（自動車排ガス担当）等での勤務も経
験してきました。また、交通部門以外にも、都道府県警察
における警務部長のほか、北海道警察函館方面本部長
として、函館方面における治安の責任者という重責を担
う機会もありました。
　今、警察庁職員としての勤務を振り返ると、交通警察
のスペシャリストとしての様々な経験を踏まえ、現在、交
通指導課長という立場にあり、大変有意義な警察官人
生の途を歩いてきたと感謝しています。36年前、警察庁
の採用パンフレットを見て、警察庁への扉を開けたこと
に間違いはなかったと確信しています。今、この採用パン
フレット見ている皆さんは、36年前の私と同じ立場で
す。これから警察庁への扉を開こうとしている皆さんの前
には、途が拓かれています。皆さんも我々とともに同じ途
を歩んでみませんか。

都道府県警察の幹部としてStage 5 警察庁の幹部としてStage 6

キャリアステップ第 2 部

各専門分野の責任者として
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勤務地等についてのQQ&&AA

　私は在イラン日本国大使館で勤務しており、大使館の
警備体制の維持、当館行事開催時の警備計画の策定、
治安関連情報の収集、在留邦人への安全情報の提供等
を行っています。
　イランは、中東に関する報道でほぼ毎日登場する中東
の重要国の一つであり、かつ中東有数の親日国です。こ
うした親密な友好関係は、外交分野での政府間協力や
在留邦人の各種活動によって支えられています。大使館
は、日本の外交活動の基盤であるとともに、在留邦人の
拠り所となる重要拠点であり、その安全の確保は、両国
間の繋がりを守ることに直結する重要な任務であるた
め、警察官として、このような影響の大きい仕事に携われ
ることを誇りに感じて日々勤務に臨んでいます。

　異国での勤務は、現地情勢や文化の違い等から、日々
様々な課題が浮上し、早急な判断が必要なこともありま
すが、課題の本質を見極めて対応策を講じることは、警察
行政の企画・立案と共通する部分がありますし、臨機応
変な対応を行うことについては、都道府県警察勤務での
事案対応の経験が生きてきます。私の場合、日々の困難
を乗り越える力というのは、警察庁でのキャリアを通じ
後天的に身に付いたものであると考えており、皆さんも
安心して警察庁の門を叩いていただければと思います。
　警察庁には、警察官となってやりたいことを実現する
ための様々な選択肢があります。国民の安全を守りたい
という熱い志を持つ皆さんと勤務できる日を楽しみにし
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　

　私は現在、フランスに所在する国際刑事警察機構
（INTERPOL）において、国境を越える詐欺事件やマ
ネー・ローンダリング事件等を扱う部署に所属していま
す。INTERPOLは、195の国・地域が加盟する国際刑事
警察機関であり、加盟国に対する捜査支援や国際手配
書の発行等をその業務としています。
　これまで私は、刑事警察を自身の専門分野とし、都道府
県警察においては殺人、強盗等の凶悪犯罪や、詐欺、贈収
賄等の知能犯罪の捜査に従事するとともに、警察庁では
これらの分野に関する政策の企画・立案業務に携わって
きました。INTERPOLにおいては、世界各地から派遣され
ている犯罪捜査のプロフェッショナルや犯罪分析に精通
したアナリストたちとともに、時間・場所を問わない悪質
で巧妙な国際犯罪と闘う日々を過ごしています。

　もちろん海外での勤務は、文化や言語の違い、それに対
処する自身の能力不足から、困難に直面することも多くあ
ります。しかし、刑事警察に携わる者の「犯人を必ず捕ま
える」という気持ちは皆同じです。互いの経験を生かし、知
恵を絞りながら、効果的な捜査手法等について日夜検討
する日々は、自身の専門性を高める貴重な機会となってい
ます。また、日本を海外から客観視することにより、その治
安水準の高さを改めて感じ、それを維持する日本警察の
一員であることの誇りも感じています。
　このように、警察庁には海外にも活躍の場が用意されて
います。興味を持たれた方は、是非足を運んでください。

在イラン日本国大使館

国際捜査協力の最前線において

我が国の外交基盤を守る

公安課係長

　私は、警備部門を専門としており、これまで、全国的な施策の企画・立案や情報収集・分析、災害警備・大規模警備と
幅広く警備警察に関する業務を担当してきました。
　警察庁において情報収集・分析と警備実施という警備警察の両輪を経験するとともに、都道府県警察の警備部門で
の勤務を経験し、警備警察を多角的に捉えることができる視点を養うことができたのは、専門分野を持つ一般職採用警
察官の最大の魅力であると感じています。今後も、警備警察に関する様々な業務を担当し、更に専門性を深め、国家の安
全の一翼を担いたいと思っています。

これまでの担当業務

　私は、産前産後休暇と育児休業を取得し、子どもが保育園の１
歳児クラスに入園する春に復職しました。復職後は、テレワークを
取り入れ、保育園の送迎に合わせた柔軟な勤務をしています。
　復職後、あっという間に２年が経ちました。その間、子どもが体
調を崩したり、コロナ禍で保育園が休園になってしまったりと、急
に出勤できなくなることもありましたが、上司や同僚のサポートを
受けながら、スケジュールに余裕を持って効率的に担当業務を進
めることを常に心掛け、育児に関する様々な制度も活用すること
で、安心して仕事をすることができました。

子育てと仕事

　妊娠した当初は、子育てと仕事を両立していくことができるか不安に思うこともありましたが、周囲のサポートもあり
２年間で自分なりの勤務スタイルを築くことができてきたと思います。警察庁には、子育てと仕事を両立できる環境・制度
があり、これらは年々充実したものになっています。また、子育てをしながら仕事をしている先輩・同僚も増えており、そう
した方に相談をしながら、自分に合った勤務を見つけることができます。
　一般職採用警察官に関心がある女性の皆さん、警察庁では子育てと仕事を両立させて充実した日々を過ごすことが
できます。皆さんと共に勤務できることを楽しみにしています。

志望者の皆さんへ
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　警察庁や警視庁での勤務地は東京ですが、
道府県警察での勤務地は各道府県となります。

　研修中は、学生寮が完備されています。
　また、勤務場所に応じて、公務員宿舎（独
身寮、家族寮）があり、希望者は原則として
入居できます。

　採用と同時に関東管区警
察学校に入校し、初任課程研
修（全寮制）を受け、警察行政

に関する基礎的な知識や警察官として
の心構え等を学びます。
　警視庁勤務中及び終了後、関東管区
警察学校に再度入校し、実務上の知識・
経験を総括する研修、警察庁の業務に
関する研修、英会話研修等を受けます。
　大規模府県勤務終了後には、原則と
して警察大学校に入校して、実務上の知
識・経験を総括するほか、警察庁での業
務に関する研修を受けます。その後、適
性等に応じて、海外留学等、より高レベ
ルの研修を受ける機会があります。

　年間20日間（採用年は15日間）の年次
休暇のほか、３日間の夏季休暇があります。
結婚休暇等の制度もあり、いずれも有給
休暇となっています。

　育児休業のほか、産前休暇・産後休暇、配偶者
出産休暇、育児参加のための休暇、育児短時間
勤務、早出遅出勤務、子の看護休暇等の制度が
整っています。

勤務地はどこになりますか？Q 住居については心配ありませんか？Q

仕事と子育てを両立するための
制度にはどのようなものがありますか？Q 休暇制度はどのようなものですか？Q

研修制度について
知りたいのですが？Q

A
A

A

特 集第 3 部

女性職員から海外から
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交通規制課係長

休日の過ごし方
　休日は、友人等と趣味の山登
りに出掛けたり、ゴルフに行った
りするなど、なるべく体を動かす
ようにしています。平日、仕事に
一生懸命打ち込むためにも、休
日を活用し、オン・オフを切り替
えて心身共にリフレッシュする
ことを大切にしています。

　ある調査を行っている案件に関
連し、都道府県警察から質疑を受
けました。自らの第一線での勤務
経験では分からなかったことも多
く、良い勉強になります。自らの回
答が警察庁としての回答となるた
め、法令等の知識のみならず、第
一線の実情を踏まえた真摯な回
答に努めています。

　現在検討を進めている交通規
制関係の法令改正の方向性につ
いて決裁を受けます。有事におけ
る交通規制の在り方に関するもの
であり、過去の事例における運用
実態等を入念に調査するなどした
上で説明に臨みます。第一線での
勤務経験等を踏まえ、法制面と運
用面のバランスの取れた制度とな
るよう努めています。

　至急の対応を要する案件がない
ので、翌日の予定を確認して退庁し
ます。コロナ禍前は、友人と飲みに
出掛けることもありましたが、最近
は、語学の勉強や街中を散歩しな
がら帰宅するなど、自分の趣味等
に時間を割くようにしています。帰
宅後は早めに就寝し、翌日の仕事
に向け英気を養います。

　通勤中は、読書をしたりイン
ターネットでニュースをチェックし
たりしています。自らの業務に直結
するものに限らず、幅広い情報を
得るように努めています。出勤後
は、一日の業務内容や予定を確認
し、効率よく業務を行うことができ
るよう準備をします。

　今日は、庁内のレストランで後
輩と一緒に昼食をとります。他局
の同僚と様々な会話をすることは
良いリフレッシュになるとともに、
自らの業務を見直す上で重要な
視点を得る機会にもなります。十
分にエネルギーを補給し、午後か
らの業務に備えます。

　法令改正に向け、関係省庁と手
続等に関する協議を行います。円
滑に法令改正が進むよう、過去の
手続等を入念に調べ、準備をしま
す。他省庁からの意見も踏まえ、法
令が施行された場合における課
題や影響を明らかにし、今後の検
討に生かします。

　人々が当たり前の日常を送ることができるように、生活
の根幹である「安全・安心を守る」という使命に魅力を感
じたからです。警察の業務は治安を守る上で必要不可欠
なものであり、自分もそのような組織の一員として働きた
いと思いました。
　また、第一線の現場での勤務と警察庁での政策の企
画・立案等の業務の双方に携わり、自分の専門分野を極
めることができるというスペシャリストとしてのキャリアス
テップにも魅力を感じ、警察庁への入庁を決意しました。

生活経済対策管理官付係長

入庁の決め手は？Q

　困っていることがあれば、周りの先輩、上司の方が助け
てくれる職場です。新しい部署に配属されると、何から進
めればいいのか迷うことがあります。そんな私を見て、周り
の先輩方は、気さくに声を掛けてくれ、こちらの疑問に全
力で答えてくれます。いつも頼りになる先輩や上司に囲ま
れ、恵まれた環境で仕事をすることができています。

交通規制課係長

職場の雰囲気を教えてくださいQ

　私にとって同期とは、「心の支えになっている特別な
存在」です。昼休み等仕事の合間に同期と話をする時間
は、一番のリフレッシュになっています。同期に相談するこ
とで、共感してもらい気持ちが軽くなることや、自分では思
い付かなかった解決策を提案してもらえることもありま
す。時には私の間違いを正してくれて、一緒に成長できる
同期は、何者にも代え難い存在です。これからも同期との
関係を大切にしていきたいです。

刑事企画課係長

あなたにとって同期とは？Q

　スペシャリスト候補警察官は、日々変化する国内外の
情勢を踏まえつつ、警察活動の最前線で培った経験を生
かしながら、現場の実情に即した施策を企画・立案するこ
とで、「国民の安全・安心の確保」という国民生活の根幹
を支える業務を担うことができます。
　スペシャリスト候補警察官について興味を持たれた皆
さん、将来に不安を抱えている方もいると思いますが、警
察庁では、「国民の安全・安心の確保」に向かって真っ直
ぐに仕事ができるため、間違いなく大きなやりがいを得
られると思いますので、是非一緒に働きましょう。

警備第二課係長

志望者へのメッセージQ
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